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１ 業務の目的  

小田原市保健センター及び小田原市生きがいふれあいセンターいそしぎは両施設ともに建設から 30

年以上が経過する中で、それぞれが持っている施設機能を果たしつつ、老朽化した設備等の更新を図

っていくことが求められている。地域脱炭素移行・再エネ推進交付金  重点対策加速化事業（以下

「環境省交付金」）の活用を前提にしたスケジュール設定の下、関係する団体等との連絡調整を行

い、全館 LED 改修との一体的実施でデマンド抑制（省エネ）を図りつつ、効率的な熱源システムへ

の更新を図ることを目的に実施する。 

環境省交付金の最大活用を図りつつ設備導入スケジュール等全体を調整するためには、資材調

達難の中で環境省交付金の要件やスケジュールを踏まえつつ設備等の調達を行うとともに、既存施設

の安定した稼働を図りながら適切に導入業務を遂行する、一気通貫の全体マネジメントが重要である。

環境省交付金を活用した設備更新を実現するには、高度な企画力や技術力が必要であるため、機

器選定や適切な設置場所案等、民間のノウハウを活かした提案を受けるとともに、最適なプランニン

グ・スケジューリングを実現するため、業務全体を一括したプロポーザル方式で実施するものとする。 

最も優れている提案を行った応募者（以下「優先交渉権者」という。）は、本市との契約の締結に

向けた詳細協議を行い、合意に至った場合に契約事業者（以下「事業者」という。）として本市と契

約を締結し、本業務を実施するものとする。 

 

２ 業務概要  

（１）業務名  

     小田原市保健センター及び小田原市生きがいふれあいセンターいそしぎ熱源等改修業務  

（２）業務場所  

     小田原市酒匂 2－32－15,16 

（３）業務内容   

環境省交付金を活用して、建物の空調用熱源設備の冷凍機及びボイラーを更新するととも

に、照明設備ＬＥＤ化を一体的に実施する。 

ア 全体マネジメント業務  

  施設運営、設備更新と環境省交付金活用を同時に実現するスケジュールマネジメント 

  休日夜間急患診療所等の各種運営団体との調整・説明  

イ 設計等業務  

  熱源設備等の設計、監理業務その他付随業務  
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ウ 設備調達・導入業務  

  熱源設備、照明設備の調達、導入業務、その他付随業務  

（４）事業期間  

契約締結日から令和８年（2026 年）３月 31 日まで 

（５）事業費  

    本プロポーザルにおける提案の上限額は、375,825,000 円とする。ただし、令和６年度中の業

務に係る費用の上限額は 150,196,000 円とする。 

（６）事業スケジュール 

    本業務は令和６年度に照明設備 LED 改修、令和７年度に熱源改修の実施を想定しており、

照明設備 LED 改修は令和７年３月 10 日までに完了させるものとする。 

 

３ 応募条件  

（１）応募者  

ア 応募者は業務を行う能力を有する単独企業又は複数の企業により組成されたコンソーシア

ムとします。 

イ コンソーシアムで応募する場合は、代表事業者を１者選定することとし、当該事業者が業務

を統括するとともに市との調整の窓口となるものとします。 

ウ コンソーシアムで応募する場合、同一の企業が（２）アに掲げる役割を兼ねることも可としま

す。 

エ コンソーシアムで応募する場合、市内に本店を有する企業を１者以上含めなければならない

ものとします。 

オ コンソーシアムの構成員は、他のコンソーシアムの構成員になることはできません。 

カ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等にかかる諸手続を行うこと

とします。 

（２）応募者の役割  

ア 応募者は、次の役割全てを担い、コンソーシアムの場合は各構成員が以下の役割を分担す

るものとします。 

（ア）全体マネジメント役割  

施設運営、設備更新と環境省交付金の活用を同時に実現するスケジュールマネジメン

ト、休日夜間急患診療所等の各種運営団体との調整・説明等の業務を実施するも
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のとします。 

（イ）設計等役割  

熱源設備等の設計、監理業務、その他付随業務に関する全てを実施するものとします。 

（ウ）設備調達・導入役割   

機器の調達、導入に関する業務を全て実施するものとします。 

イ 応募者が複数の企業で構成されるコンソーシアムの場合は、企業間の責任分担等に係る合

意書を本市に提出してください。なお、その合意書には、構成企業全社が、本市に対して連

帯責任を負う旨を示す条項を含むものとします。また、構成企業の代表者は、本市との対応

窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負うものとします。 

（３）応募者の資格  

   （資格要件）  

応募者は、次の要件を全て満たしている者であって、当該業務を完遂できる者とします。 

ア  「（２）応募者の役割」の業務について以下のとおり令和５・６年度の小田原市競争入

札参加者名簿に業務内容に応じた内容で登録されていること。ただし、小田原市競争入札

参加資格名簿に未だ登録されていないが、参加申込書を提出した時点で、現に申込み中

であり、候補者を選定する期日までに登録が完了する場合は例外とします。 

 （ア）全体マネジメント業務  

    一般委託「その他の業務請負等委託」に登録があること。 

 （イ）設計等業務  

     コンサル「設備設計業務」に登録があること、又は本業務と同種又は類似の設備導

入での業務実績が過去１０年以内にあること。 

 （ウ）設備調達・導入業務  

    照明設備：一般委託のうち「電気通信設備保守管理委託」かつ工事のうち「電気」

に登録されていること。 

    熱源設備：一般委託のうち「建物設備保守管理委託」かつ工事のうち「管」に登録さ

れていること。 

 イ コンソーシアムでの提案にあっては、構成員の役割を明確にするとともに、アの資格要件を

コンソーシアム全体で資格要件を満たすこととします。 

（共通資格要件）  

応募者は次の要件をすべて満たすものとします。なおコンソーシアムの場合は、すべての構成員
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がこれらの共通資格要件を満たさなければならないものとします。 

ア 小田原市契約規則（昭和 39 年規則第 22 号）第５条の規定に該当する者であること。 

イ 構成員が担当する業種において、令和５・６年度小田原市競争入札参加者名簿に登

録されている者であること。ただし、小田原市競争入札参加資格名簿に未だ登録されていな

いが、参加申込書を提出した時点で、現に申込み中であり、候補者を選定する期日までに

登録が完了する場合は例外とします。 

ウ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てをした者又

は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをした者に

あっては、手続開始の決定を受けた後、審査を受けた小田原市における競争入札参加資

格を有すること。 

エ 参加表明書の提出期限の日から優先交渉権者の選定までの期間に、小田原市工事等

入札参加資格者の指名停止等措置要領に基づく指名停止措置を受けている者でないこと。 

オ 小田原市暴力団排除条例第２条第２号、第３号、第４号又は第５号に該当しないこ

と。 

カ 地方税及び国税の滞納がないこと。 

（４）応募に関する留意事項  

ア 費用負担  

応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とします。 

 イ 提出書類の取扱い、著作権   

提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属しますが、提出書類は返却しません。 

本市は提案募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはありま

せん。応募者が事業者となった場合、その著作権は本市に帰属するものとします。 

 ウ 特許権  

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国

以外の国の法律に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設

計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、事業者が

負うものとします。 

 エ 本市からの提示資料の取扱い 

本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはなりません。また、応

募者は、応募にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはなりません。 



  

5 

 

 オ １応募者の複数提案の禁止  

１応募者は、１つの提案しか行うことができません。 

 カ 複数の応募者の構成員となることの禁止  

   １応募者の構成員は、ほかの応募者の構成員となることはできません。 

 キ 構成員変更の禁止  

応募者の構成員の変更は認めません。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と

協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではありません。 

 ク 虚偽の記載の禁止  

参加表明書または提案書に虚偽の記載をした場合は参加表明書又は提案書を無効と

します。 

 

４ 事業者選定の流れ 

（１）応募者  

応募者は、「３ 応募条件」で定める資格要件を満たす者とします。 

（２）応募資格要件の確認及び提案要請  

参加表明をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たす応募者に対して提案書の提出を

文書で要請します。 

（３）最優秀及び優秀提案の選定等  

小田原市保健センター及び小田原市生きがいふれあいセンターいそしぎ熱源等改修業務事業

者選定委員会（以下「選定委員会」）において、提案書の中から最も的確とされる最優秀提案

を１件、及び順位を付してその他数件の優秀提案を選定します。 

（４）詳細協議  

最優秀提案をした者は優先交渉権者となり、契約書の締結に向けて、本市と詳細協議を進

めるものとします。なお、この際の協議は、優先交渉権者が行った提案の範囲内で行うものとし、

費用は優先交渉権者の負担とします。また、優秀提案の中で最も順位の高い事業者を次選交

渉権者とします。 

（５）事業者の選定  

本市は、優先交渉権者と協議を行い、協議が整った場合に契約を締結します。なお、優先交

渉権者との協議が整わない場合は、次選交渉権者と同様の詳細協議を行います。 
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（６）担当課  

   本募集に係る担当課は、次のとおりとします。 

    担   当 小田原市健康づくり課保健医療係  

    住   所 〒256-0816 神奈川県小田原市酒匂 2-32-16 

    電   話 0465-47-0828  ＦＡＸ 0465-47-0830 

    電子メール ke-iryo@city.odawara.kanagawa.jp 

 

５ 提案募集スケジュール 

（１）日程   

提案の募集及び選定等は、次の日程（予定）で行います。 

① 実施要領の公表（小田原市ホームページに掲載） 令和 6 年６月３日（月） 

② 実施要領に関する質問の受付  
令和 6 年６月３日（月） 

～令和 6 年６月 17 日（月） 

③ 
実施要領に関する質問の回答期限  
（小田原市のホームページに掲載） 

令和 6 年６月 24 日（月） 

④ 参加表明書及び資格審査書類の受付期限  令和 6 年７月１日（月） 

⑤ 参加資格審査結果及び提案要請書の送付  令和 6 年７月８日（月） 

⑥ 現場ウォークスルー調査  
令和 6 年７月 11 日（木） 

～令和 6 年７月 12 日（金） 

⑦ 現場ウォークスルーに関する質問の受付期間  
ウォークスルー調査後  

～令和 6 年７月 17 日（水） 

⑧ 
現場ウォークスルーに関する質問の回答期限  

（小田原市ホームページに掲載） 
令和 6 年７月 23 日（火） 

⑨ 提案書の受付期限  令和 6 年 7 月 30 日（火） 

⑩ 企画提案書の審査（プレゼンテーションの実施） 令和 6 年８月７日（水） 

⑪ 結果通知（最優秀及び優秀提案の選定） 令和 6 年８月 13 日（火） 

⑫ 詳細協議～契約   

 

（２）提案募集の手続き 

ア 実施要領の公表  

実施要領は、令和 6 年６月３日（月）から本市のホームページで公表します。 
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    http://www.city.odawara.kanagawa.jp/   

イ 実施要領及び優先交渉権者選定基準に対する質問  

本要領及び優先交渉権者選定基準に関する質問は次により行ってください。 

（ア）質問の方法  

質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにしたうえで、任意様式により担当課に

持参、郵送、FAX または電子メールにより提出してください。郵送、FAX、電子メールの

場合は、必ず小田原市健康づくり課保健医療係に到着を確認してください。 

なお、電話、口頭による質問は受け付けません。 

（イ）受付期間  

     令和 6 年６月３日（月）～令和 6 年６月 17 日（月）（午後５時必着） 

     持参の受付時間は、午前９時から午後５時までとします。 

（ウ）回答  

回答は、令和 6 年６月 17 日（月）までに、本市のホームページで公表するものとし、

口頭による個別対応は行いません。なお、回答は本実施要領と一体のものとして同等

の効力を持つものとします。 

ウ 参加表明書及び資格確認書類の提出  

応募者は、次により参加表明書及び資格確認書を持参または郵送で提出してください。

電子メール、FAX での提出は不可とします。なお、郵送の場合は受付期間内に必着とし、

発送後であっても未着の場合の責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかった

ものとみなします。 

 （ア）受付期間  

令和 6 年６月３日（月）～令和 6 年７月１日（月）（午後５時必着） 

持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとします。 

  （イ）提出場所  

小田原市健康づくり課保健医療係（保健センター内）に提出してください。 

  （ウ）提出書類  

     「10 参加表明時提出書類」によります。 

エ 資格確認結果及び提案要請書の通知  

資格確認の結果は、令和 6 年７月８日（月）までに本市から応募者（代表者）に郵送

及び電話により通知します。また、資格が確認された場合は併せて提案要請書を送付します。
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なお、資格確認の基準日は、令和 6 年７月２日（火）とします。 

オ 現場ウォークスルー調査  

本市が提案要請を行った応募者を対象に、現場ウォークスルー調査を次のとおり実施します。

詳細については、提案要請書と併せて通知します。 

 （ア）日時  

     令和 6 年７月 11 日（木）又は７月 12 日（金） 

（いずれかの日時を指定して通知します。） 

 （イ）場所  

     小田原市保健センター・小田原市生きがいふれあいセンターいそしぎ 

  神奈川県小田原市酒匂 2－32－15,16 

（ウ）内容  

     現地視察及び資料閲覧  

 （エ）閲覧可能資料  

     建築一式、電気設備一式、機械設備一式、機器完成図、機器取扱説明書  

     自動制御機器完成図・取扱説明書  

※現場ウォークスルーの際は運転管理上の図書類の閲覧は可能ですが、貸出及び複写

の依頼等は一切受け付けません。 

カ 現場ウォークスルー調査に対する質問  

本事項に関する質問は次のとおり受け付けます。なお、質問は各社１回限りとします。 

（ア）質問の方法  

質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにしたうえで、任意様式により担当課に

持参、郵送、FAX または電子メールにより提出してください。郵送、FAX、電子メールの

場合は、必ず小田原市健康づくり課保健医療係に到着を確認してください。 

なお、電話、口頭による質問は受け付けません。 

（イ）受付期間  

      令和 6 年７月 11 日（木）から７月 17 日（水）（午後５時必着） 

      持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとします。 

（ウ）回答  

回答は令和 6 年 7 月 23 日（火）までに、本市のホームページで公表するものとし、

口頭による個別対応は行いません。なお、回答は本実施要領と一体のものとして同等
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の効力をもつものとします。 

キ 提案書の提出  

提案要請書を通知された応募者は、前記の現場ウォークスルー調査に参加後、調査結

果及び本市が提供する前記「オ（エ）閲覧可能資料」に示す資料を基に提案書を作成

し、持参または郵送で提出してください。なお、郵送の場合は受付期間内に必着とし、発

送後であっても未着の場合の責任は応募者に属するものとし、期間内の提出がなかったも

のとみなします。 

（ア）受付期間  

      令和 6 年 7 月 23 日（火）から 7 月 30 日（火）（午後５時必着） 

      持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時までとします。 

  （イ）提出場所  

      小田原市健康づくり課保健医療係に提出してください。 

 （ウ）提出書類  

      「11 提案提出書類」によります。 

ク 参加を辞退する場合  

提案要請書を通知された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付の締切

日（7 月 30 日（火）午後５時必着）までに提案辞退届（様式第６号）１部を小

田原市健康づくり課保健医療係に持参、または郵送で提出してください。 

 

６ 審査及び審査結果の通知  

（１）審査  

選定委員会は、総合的に提案書の審査を行います。 

ア 提案書の中から最も的確とされる最優秀提案を１件、及び順位を付してその他数件の優

秀提案を選定します。 

イ 最優秀提案者を業務契約に向けての優先交渉権者とします。また、付した順位の最も高

い優秀提案者を次選交渉者とします。 

（２）審査結果の通知及び公表  

ア 審査結果は、文書で通知するものとします。 

イ 審査結果は、本市のホームページで公表します。 

ウ 審査の経緯及び審査内容に関しての問い合わせに応じません。また、審査結果に対する異
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議申し立ては受け付けないこととします。なお、選定されなかった者は、選定されなかった理由

の説明を求めることができます。説明を求めるときは、審査の結果を通知した日の翌日から

７営業日以内に書面（任意様式）により請求してください。 

（３）失格  

次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

ア 期限までに書類が提出されない場合  

イ 提出書類に虚偽の記載があった場合  

ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合  

エ 本実施要領に違反すると認められる場合  
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（４）提案募集審査の流れ 
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７ 提示条件  

応募者は、以下に提示する条件に基づき、提案提出書類を作成するものとします。 

（１）交付金の要件充足  

本業務は、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領」別紙 2・重点対策加

速化事業要件 ウ 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等の ZEB 化誘導のうち (チ) 

高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、高効率融雪設備、コージェネレ

ーション等の活用を想定しています。提案に当たっては、要件を満たすこととしてください。 

（２）CO2 削減率  

熱源設備の導入(LED 更新業務は含まない)前後で 30％以上の省 CO2 効果が得られること

とします。削減率の試算にあたっては、過去５年間の実績値を参考に、根拠とともに示してくださ

い。 

（３）提案に関する事項  

ア 別紙【要求水準書】のとおり、既設設備及びその付帯設備の更新を必須とします。なお、更

新の手法は応募者の提案によるものとします。 

イ 施設の運営にできる限り支障のない提案としてください。また、設備の導入にあたっては、業

務時間に配慮した計画としてください。 

ウ 熱源設備の更新は、熱源設備を稼働させない中間期（毎年４・5 月、又は 10 月・11

月）に行うことを原則とした提案としてください。 

（４）事業の遂行  

ア LED 更新業務は令和７年３月１０日までに完了してください。 

イ 熱源設備は令和７年６月中旬までに冷房運転をできるようにし、部分検査を受け、引き渡

してください。また、業務期間内に完成検査を受けてください。 

ウ 「２（３）業務内容」に示す業務を確実に行うこととしてください。 

 

８ 事業の実施に関する事項  

（１）誠実な業務遂行義務  

ア 事業者は、実施要領、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行

しなければなりません。 

イ 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意をもって協議するこ

ととします。 
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（２）本市と事業者の責任分担  

 ア 基本的な考え方  

提案内容が達成できないことによる損失は、原則として事業者が負担しなければなりません。た

だし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場

合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うことができます。 

  イ 予想されるリスクと責任分担  

    本市と事業者の責任分担は、原則として次表の「予測されるリスクと責任分担」によることとし、

応募者は負担すべきリスクを想定したうえで提案を行うものとします。なお、負担者の欄において、

本市と事業者のそれぞれに○を記している部分や、分担表に該当しない事項が発生した場合に

は、別途協議を行うものとします。 

  ウ 事業の継続が困難となった場合における措置  

    事業の継続が困難となった場合の措置については、契約書において定めるものとします。 
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表  予想されるリスクと責任分担  

リスクの種類  リスクの内容  
負担者  

本市  事業者  

共
通 

実施要領の誤り 実施要領の記載事項に重大な誤りのあるもの 〇  

効果保証の未達  提案の提言が達成できない場合   〇 

安全性の確保  業務における安全性の確保   〇 

環境の保全  業務における環境の保全   〇 

事業の中止  

・延期  

本市の指示によるもの 〇  

周辺住民等の反対による事業の中止・延期  〇 〇 

設備改修に必要な許可等の取得遅延によるもの  〇 

本市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの 〇  

事業者の事業放棄、破綻によるもの  〇 

計
画
・
設
計
段
階 

不可抗力  天災等による設計変更・中止・延期  〇 ▲ 

物価の変動  
急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響のあ
るもののみを対象とする） 

〇 〇 

設計変更  
本市の提示条件、指示の不備によるもの 〇  

事業者の指示・判断の不備によるもの  〇 

応募コスト 応募コストの負担   〇 

資金調達  必要な資金の確保に関すること  〇 

導
入
段
階 

第三者賠償  調査・改修における第三者への損害賠償義務   〇 

不可抗力  天災等による設計変更・中止・延期  〇 ▲ 

物価の変動  
急激なインフレ・デフレ（改修費に対して影響のあ
るもののみを対象とする） 

〇 〇 

用地の確保  設置場所の確保  〇 〇 

立入許可  必要な施設への立入許可  〇  

設計変更  
本市の提示条件、指示の不備によるもの 〇  

事業者の指示・判断の不備によるもの  〇 

業務遅延  

未完了  

本市の責による業務遅延・未完了による引渡しの
延期  

〇  

事業者の責による業務遅延・未完了による引渡し
の延期  

 〇 
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委託料増大  
本市の指示・承諾による委託料の増大  〇  

事業者の判断の不備によるもの  〇 

性能  要求仕様不適合（施工不良を含む）  〇 

一次的損害  

引渡し前に改修目的物に関して生じた損害   〇 

引渡し前に改修に起因し施設に生じた損害   〇 

仕様不適合による施設・設備への損害、本市の 
施設運営・業務への障害  

 〇 

▲：一定額あるいは一定割合を事業者が負担し、これ以外を本市が負担するものとします。 

 

９ 契約に関する事項  

（１）契約締結時期  

令和６年９月（予定） 

（２）契約の概要  

実施要領に基づき、随意契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設

計、設備導入（照明設備、熱源機器）に関する業務内容や支払方法等を定めるものとします。 

また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び

時期等について明記するものとします。 

（３）支払時期  

本事業に対する支払い回数は、LED 更新業務完了後に１回、業務全体完了後に１回の

計２回とします。 

 

１０ 参加表明時提出書類  

（１）参加表明時の提出書類  

次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、Ａ４縦長ファイルに綴じた

ものを１部提出してください。（ファイルの表紙、背表紙には事業名、応募者名を記載してくださ

い。） 

   ア 参加表明書（様式第１号） 

   イ コンソーシアム構成表（様式第２号） 

   ウ 履行保証書（様式第３号） 

   エ 印鑑証明書（受付日前３ヶ月以内に発行されたもの） 
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   オ 商業登記簿謄本（受付日前３ヶ月以内に発行されたもの） 

   カ 納税証明書  

   キ 財務諸表（最新決算年度から前２年度のもの 3 年分、写し可） 

   ク 会社概要（Ａ４判１部  様式第４号の１～第４号の４） 

   ケ 特定建設業の許可証明書（写し可） 

   コ 各資格者免許証の写し 

   サ 監理技術者免許証の写し 

※ア～クについては構成員全て、ケは導入役割、コ及びサは該当者が提出してください。 

（２）作成要領  

   ア 参加表明書（様式第１号） 

     コンソーシアムで参加の場合は、代表企業名で作成してください。 

イ コンソーシアム構成表（様式第２号、コンソーシアムで参加の場合のみ） 

     応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担（全体マネジメント役割、設計役割、

設備調達・導入役割、その他役割（分担名を記載のこと））を明確にしてください。コンソーシ

アムとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書または覚書の内容を添付してくださ

い。 

ウ 履行保証書（様式第３号  必要に応じて提出） 

     応募者に経営等の状況が良好である関係会社（親会社等）がある場合、その関係会社

による履行保証を明らかにする書類を提出することができます。 

エ 印鑑証明書  

 所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前３ヶ月以内に発行されたものとします。 

オ 商業登記簿謄本（写し可） 

     履歴事項全部証明書とし、受付日前３ヶ月以内に発行されたものとします。 

カ 納税証明書（その３の３） 

 最新の法人税並びに消費税及び地方消費税を証明するものとします。 

キ 財務諸表（写し可） 

      最新決算年度を含む過去３年分の貸借対照表、損益計算書、利益処分（損失処理）

計算書等の財務諸表を綴じたもの。貸借対照表及び損益計算書に関しては、企業単体の

他、連結決算分も提出してください。 

      また、上記の他に有価証券報告書の表紙（報告書を作成していない場合は法人税申告
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書別表及び附属明細書を各 3 年分）の写しを併せて提出してください。 

      その他、本事業について、関係会社（親会社等）が履行保証を行う場合は、その関係会

社の財務諸表も添付してください。 

ク 会社概要（Ａ４判１部  様式第４号の１～第４号の４） 

      Ａ４判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業

経歴等、以下の項目を網羅したものを１部綴じたものとします。 

（ア）設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数

(書式自由) 

   （イ）企業状況表（様式第４号の１） 

   （ウ）有資格技術職員内訳表（様式第４号の２） 

   （エ）各役割の責任者業務実績表（様式第４号の３） 

（オ）事業者の業務実績（様式第４号の４） 

様式に従い、以下の項目を網羅してください。 

     事業件名：契約書上の正確な名称を記載することとします。 

     発注者  ：発注者名を記入することとします。 

     受注形態：単独またはグループの別を記入することとします。 

     契約金額：消費税相当額を含む金額の総額を記入することとします（単位：千円）。 

     契約年月日：契約締結日を記入することとします。 

     契約期間：契約始期及び終期を記入することとします。 

     施設概要：施設の主な用途、規模、改修完了年月日を記入することとします。 

     主な契約内容：対象機器など 

（カ）事業実績契約書  

   （オ）に記載された契約を証明できるものを提出してください。（写しまたは契約の判断がで

きる書類） 

      その他、本事業について、関係会社（親会社等）が履行保証を行う場合は、その関係会

社の会社概要も添付してください。なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含

む応募者のパンフレット等による代用も認めます。 

ケ 特定建設業の許可証明書（写し可） 

建設業法第３条第１項に規定する特定建設業の許可証明書を提出してください。ただし、

担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示してください。 
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コ 各資格者免許証の写し 

有資格技術職員のうち、各代表１名分の資格者免許証（表・裏）の写しを提出してくだ

さい。 

サ 監理技術者免許証の写し 

 建設役割会社における監理技術者免許証（表・裏）の写しを提出してください。 

 

１１ 提案提出書類  

（１）提案時の提出書類  

次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、Ａ４縦長ファイルに綴じ

たものを１２部（正１部、副３部、選定用８部）提出してください。なお、選定用は、表紙、

提案書等に会社名、ロゴマーク等の事業者を特定できる表現を一切記載しないこととしてください。 

   ア 提案書提出届（様式第６号） 

   イ 事業遂行能力提案書（様式第７号） 

   ウ 業務実施方針提案書（様式第８号） 

   エ 業務実施手法提案書（様式第９号の１） 

   オ 技術提案書（様式第９号の２） 

   カ 主要機器等の設置計画図（様式第９号の３） 

   キ 環境配慮提案書（様式第１０号） 

ク 地域貢献・社会貢献提案書（様式第１１号） 

ケ 参考見積価格（様式第１２号） 

（２）作成要領  

  ア 一般事項  

  （ア）使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、すべて横書

きとしてください。なお、原則としてフォントはＭＳ明朝体１０．５ポイントで統一してください。 

  （イ）各提案書類には、各ページの下中央に通し番号を付すとともに、右下に本市が送付する提

案要請書に記載されている提案要請番号を記載してください。 

  （ウ）各提案書類には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切

付さないでください。 

  （エ）提案書提出届（様式第６号）により提出書類の構成を示したうえで、Ａ４縦長ファイル

に綴じたもので提出してください。なお、Ａ４版以外の様式についてはＡ４版サイズに折り込
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んでください。 

（オ）エネルギーに関する換算値  

       エネルギーに関する計算においては、下表の換算値で行ってください。なお、表にないエネル

ギー種別を提案に用いる場合には、数値根拠を明確にしたうえで、削減効果等を示してく

ださい。 

エネルギー種別  １次エネルギー換算  ＣＯ2 排出係数  

電気  ８．６４ＭＪ/ｋＷｈ ０．３９０㎏-ＣＯ2/ｋＷｈ 

灯油  ３６．５MJ/L ２．５０㎏-ＣＯ2/L 

都市ガス（１３Ａ） ４５ＭＪ/㎥ ２．２１㎏-ＣＯ2/㎥ 

 

１２ 閲覧・貸出資料  

提案要請書送付後、現場ウォークスルー前に希望する応募者に対して資料閲覧を行います。 

（１）閲覧・資料  

閲覧・貸出資料は、次のとおりとします。 

  ア 日時  

ウォークスルー調査実施日  

  イ 場所  

    小田原市保健センター 

  ウ 閲覧・貸出資料  

    建築一式、電気設備一式、機械設備一式、機器完成図、機器取扱説明書、 

    自動制御機器完成図、取扱説明書  

 

１３ 詳細設計及び改修業務に関して提出書類並びに注意事項  

事業者は詳細設計を行い、以下の書類を本市に提出するものとします。なお、提出方法等の

詳細については別途定めることとします。詳細設計にあたっては「公共建築工事標準仕様書

（建築工事編）、（電気設備工事編）、（機械設備工事編）」、「公共建築改修工事標

準仕様書（建築工事編）、（電気設備工事編）、（機械設備工事編）」（最新版  国

土交通省大臣官房庁営繕部監修）の仕様と機能的に同等程度の設計を行うこととし、本市

の担当者の承諾を受けなければなりません。また、これらの仕様書に記述のない設置・導入につい

ては本市の担当者が確認することを必要とします。 
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（１）詳細設計時  

設計にあたっては、本市と十分に協議してください。 

  ア 設計書類  

    設計負荷計算書、業務内訳書、官公庁打合せ記録、その他必要な書類  

  イ 業務内訳書  

    業務内訳書は、費目とその内訳がわかる資料を市の指定する様式で提出してください。 

ウ 図面  

   （ア）空調関係図   

      図面リスト、機器明細表、配管系統図、ダクト系統図、屋外配管図、機械室平面図・断

面図、各階配管平面図、各階ダクト平面図、換気設備平面図、部分詳細図、機器詳

細図、トレンチ断面図、中央監視関係図、自動制御結線図、制御回路図、制御機器

表、盤結線図、その他必要な図面  

   （イ）衛生関係図  衛生関係の提案がある場合のみ提出してください。 

      図面リスト、屋外配管図、機器及び器具表、配管系統図、各階平面図、詳細図（便所

他）、排水勾配図、桝断面図、給湯設備関連図、その他必要な図面  

   （ウ）電気関係図  電気関係の提案がある場合のみ提出してください。 

  図面リスト、屋外配線図、電灯・動力・弱電幹線系統図、盤結線図、電灯・動力・弱電

幹線平面図、電灯・コンセント平面図、照明器具表（または姿図）、動力・弱電平面図、

火災報知・防災関係図、その他必要な図面  

（エ）建築関係図 建築関係の提案がある場合のみ提出してください。 

      図面リスト、案内図、配置図、仕上げ表、平面図、伏図、立面図、断面図、矩計図、各

部詳細図、展開図、建具表、サイン計画図、外構図、日影図、構造図、その他必要な

図面  

（オ）その他必要な図面  

なお、（ア）から（オ）の図面の作成にあたっては、改修箇所を明示し、改修に必要な仮

設図を添付してください。 

（２）導入業務時  

ア 導入業務は、承諾を受けた詳細設計図面に基づいて行い、監理業務にあたっては、本市の

担当者の指示を受け、施設の運営管理に支障とならないよう導入業務計画を作成し、本

市の承諾を受けて実施するものとします。 
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 イ 事業者は、建設業法に規定される監理者を設置し、監理を行うものとします。 

ウ 事業者は、業務内容ごとの「標準仕様書」（最新版  国土交通省大臣官房庁営繕部監

修）及び「監理指針」（最新版  国土交通省大臣官房庁営繕部監修）に準じた適正な

導入業務を行うものとします。 

エ 本市は、定期的に事業者の導入業務、監理の状況の確認を求め、事業者は、この求めに

誠実に応じるものとします。 

オ 事業者は、本市が要請したときは、導入業務の事前説明及び事後報告を行うものとします。

また、現場での業務状況の確認を行うものとします。 

カ 業務中の安全対策、施設管理者及び近隣住民との調整等は事業者において十分行うこと

とします。 

キ 導入業務完了時には、業務記録を用意し、現場で本市の確認を受けるものとします。 

ク その他必要に応じて、各種許認可等の書類を作成し、その写しを本市に提出するものとしま

す。 

  


